
　■介護保険給付サービス　大規模型（Ⅰ） （市原市は地域加算が１単位＝１０．５５円となっています。）

　■加算料金

情報の伝達・共有する。新規利用者に対し、１ヶ月以内に訪問を行う。 

介護職員等の処遇を改善するため

所定単位数×加算率（1.7％）×地域単価（10.55）×自己負担（1割10％～3割30％）

介護職員の処遇を改善するため

所定単位数×加算率（4.7％）×地域単価（10.55）×自己負担（1割10％～3割30％）

認知症であり、かつリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれる

と判断した場合、集中的にリハビリテーションを行う。 退院（退所）日又は通所

開始日から起算して３ヶ月以内。 

上記同様。月に４回以上リハビリテーションを実施。  

退院（退所）日又は通所開始日の属する月から起算して３ヶ月以内。

生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション 

実施計画書に定め、計画的に能力向上を支援する。（開始月から３ヶ月間） 

当該計画で定めた実施期間中に提供を終了した日前１ヶ月以内に、リハビリテーション

会議を開催し、目標の達成状況及び結果を報告する。（開始月から３ヶ月以上６ヶ月以内）

要介護３以上で、医学的管理のもと、利用した場合

中重度者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを行う

看護職員を配置した場合

栄養改善サービスを行なった場合（３ヶ月限度とし１ヶ月に２回まで）

利用開始時及び利用中６ヶ月ごとに栄養状態について確認を行い、栄養状態を

介護支援専門員に文書で共有した場合

　■介護保険適用外のサービス

通所リハビリテーション　料金表

（2020年4月１日）

施設サービス費 ６時間以上７時間未満

要介護度 １割 ２割 ３割

要介護３ ９０７円/日 １，８１４円/日 ２，７２１円/日

要介護４ １，０５４円/日 ２，１０８円/日 ３，１６２円/日

要介護１ ６５３円/日 １，３０６円/日 １，９５９円/日

要介護２ ７８１円/日 １，５６２円/日 ２，３４３円/日

要介護５ １，２０１円/日 ２，４０２円/日 ３，６０３円/日

※短時間、延長は料金が異なります。

名称 １割 ２割 ３割 備考

サービス提供体制加算Ⅱ ６円/日 １２円/日 １８円/日 ３年以上の勤続年数のある者が３０％以上配置している場合

入浴介助加算 ５０円/日 １００円/日 １５０円/日 職員が入浴介助を行った場合

通所リハ提供体制加算Ⅳ ２４円/日 ４８円/日 ７２円/日 理学療法士、作業療法士を基準以上配置した場合

通所リハマネジメント加算Ⅰ ３３０円/月 ６６０円/月 ９９０円/月
リハビリテーション実施計画の作成、評価、介護支援専門員を通じ、

退院（退所）日から起算して、３ヶ月以内の期間に個別リハビリテーションを
集中的に行った場合

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の１７/１０００

通所リハマネジメント加算Ⅱ
８５０円/月 １,７００円/月 ２５５０円/月

リハビリテーション会議を開催し、情報の共有、計画書の作成・評価
を実施

５３０円/月 １,０６０円/月 １,５９０円/月
リハビリテーション会議を開催し、情報の共有、計画書の作成・評価
を実施

介護職員処遇改善加算(Ⅰ） 所定単位数の４７/１０００

認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ ２４０円/日 ４８０円/日 ７２０円/日

短期集中個別リハビリテーション実施加算 １１０円/日 ２２０円/日 ３３０円/日

リハビリマネジメント加算（Ⅱ）を算定している場合に限る

1,０００円/月 ２,０００円/月 ３,０００円/月

重度療養管理加算 １００円/日 ２００円/日 ３００円/日

認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ
１,９２０円/月 ３,８４０円/月 ５,７６０円/月

リハビリマネジメント加算（Ⅱ）を算定している場合に限る

生活行為向上リハビリテーション実施加算 ２,０００円/月 ４,０００円/月 ６,０００円/月

栄養改善スクリーニング加算 ５円/回 １０円/回 １５円/回

若年性認知症受入加算 ６０円/日 １２０円/日 １８０円/日

中重度者ケア体制加算 ２０円/日 ４０円/日 ６０円/日

栄養改善加算 １５０円/回 ３００円/回 ４５０円/回

名称 金額 備考

食費（昼食代・おやつ代含む） ７７０円/日 昼食代・おやつ代を含む

６５歳未満で認知症の診断を受けている場合

通所リハ送迎減算 －４７円/片道 －９４円/片道 －１４１円/片道 家族が送迎を行った場合

紙オムツ（１枚）　 １５０円/枚 施設のものを使用した場合

尿取りパット（１枚） ５５円/枚 施設のものを使用した場合

教養娯楽費（レクリエーションで使用する工作用品等） １１０円/日 レクで使用する工作品等

日用品（トイレットペーパー、ティッシュペーパー、シャンプー等） １１０円/日 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ等

リハビリパンツ（１枚） １７０円/枚 施設のものを使用した場合


